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１ 平成 30年度保険者機能強化推進交付金（市町村分）に係る 
評価指標の該当状況調査（在宅医療・介護連携分）  

市町村が回答した、具体的な実行内容（一部抜粋）  

 

 

          

       

 

 

 

・在宅での看取り率を活用し、看取りなどの課題や啓発について検討会を実施し、

お薬手帳を使った啓発物品を作成する予定。 

・医師会、歯科医師会等から提供された医療資源情報や市の高齢者に関するデータ

を活用し、医療資源ガイドブックの改定や多職種連携のルールづくりの検討をし

た。 

・医師会ホームページの医療機関情報や「あんしんリンク（ケアマネタイム）」活

用状況、在宅ケア連携室実績を活用して「あんしんリンク」の電子化や在宅療養

連携ケースのモデル事業を実施した。 

・地域看取り率を算出し、リビングウィルの作成やシンポジウム、研修等を開催し

た。 

・医療や介護の従事者に対して情報共有等に関するアンケートを実施し、多職種連

携ガイドライン等を作成した。 

  

 

 

 

 

 

 

 

・医師のバックアップ体制の整備や急変時診療医療機関の確保を行った。在宅医同

士のバックアップを推進していく必要がある。 

・グループワーク等で把握された課題を解決するために検討グループを作り、その

中で病院との連携を強化するため病院との連絡会を設置した。 

・認知症ケアパスの構築にむけて、「いかに市民に分かりやすいものとするか」が

課題となり、言葉の使い方等を工夫し完成に向けて取組みをしている。 

 

① 地域の医療・介護関係者等が参画する会議において、市町村が所持するデー

タのほか、都道府県等や郡市区医師会等関係団体から提供されるデータ等も

活用し、在宅医療・介護連携に関する課題を検討し、対応策が具体化されて

いるか。                           10点 

全国平均 6.1点（神奈川県 6.5点） 

② 医療・介護関係者の協力を得ながら、切れ目なく在宅医療と在宅介護が一定

的に提供される体制の構築に向けて必要に応じて、都道府県からの支援を受

けつつ、（４）①での検討内容を考慮して、必要となる具体的取組を企画立案

した上で、具体的に実行するとともに、実施状況の検証や取組の改善を行っ

ているか。                          10点 

全国平均 5.8点（神奈川県 4.8点） 

資料１－１② 



 

 

 

 

・かかりつけ医や介護関係者、家族等が情報を共有し連携を図り、認知症ケアの質

の向上を目指す「支え手帳」の普及促進をした。 

・医師会と広域行政で検討を行い、医師会圏域で活動している介護支援専門員の職

能団体が活用中の情報共有ツールを行政間でも活用することを決めた。 

・連携シート（在宅サマリー）を作成し、活用状況調査を実施した。 

・ＩＣＴシステムの構築について、県医師会、市医師会、市立病院、市で構成する

「地域在宅医療ＩＣＴシステム構築モデル事業運営協議会」を開催し、管内病院

が中心となり市内４施設が参加し、課題の検討を行った。 

 

 

 

 

 

 

・在宅医師、在宅医療連携拠点職員、市職員で構成する運営定例会議への報告と、

医師会、歯科医師会、薬剤師会、病院職員、介護職員等で構成する在宅医療介護

連携推進協議会に報告した。 

・在宅医療推進会議にて報告をした。 

・在宅医療連携拠点の運営委員会へ報告及び、個別の相談票の写しは全て市へ報告

した。 

 

 

 

 

 

・在宅医療・介護連携地区別懇談会を開催した。 

・多職種及び行政が参画する「地区医療介護連携会議」で研修会及び講演会を実施

し、開催を支援した。 

・市在宅療養推進協議会症例検討ワーキングを開催した。 

・摂食嚥下、認知症のテーマで多職種連携セミナーを開催した。 

 

 

③ 医療・介護関係者間の情報共有ツールの整備又は普及について具体的な取

組を行っているか。                      10点 

                    全国平均 8.8点（神奈川県 7.6点） 

④ 地域の医療・介護関係者、地域包括支援センター等からの在宅医療・介護

連携に関する相談に対応するための相談窓口を設置し、在宅医療・介護連

携に関する相談内容を、郡市区医師会等の医療関係団体との会議等に報告

しているか。                         10点 

                    全国平均 6.5点（神奈川県 9.7点） 

 

⑤ 医療・介護関係の多職種が合同で参加するグループワークや事例検討など

参加型の研修会を、保険者として開催または開催支援しているか。 10点                                                              

                    全国平均 8.7点（神奈川県 9.7点） 

 



  

 

 

 

 

 

 ・高齢者保健福祉圏域内の全市町で在宅医療・介護連携推進事業担当者会議を開

催し、広域的に連携可能な事業の情報共有、連携を推進している。 

 ・医師会、歯科医師会、薬剤師会が同じ地域の市町で、医療介護連携のエチケッ

トや礼儀を共通認識するため、在宅療養マナー集を企画・作成し、医療・介護・

福祉関係者に配布・周知し、運用している。 

 ・県保健福祉事務所と共催の研修を開催している。 

 ・医師会、歯科医師会、薬剤師会が同じ市町で共催の研修を実施している。 

・医師会が同一の市町で事業の方向性や課題解決手法の検討を行い、人材育成研

修や多職種研修会（テーマは療養支援、急変時の対応、退院支援、看取り）を

実施している。 

 ・医師会が同一の市町で退院支援について協議し、医師会の意見も踏まえ、地域

の介護支援専門員の職能団体が作成・運用している退院支援情報シートの活用

を検討している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 関係市区町村や郡市区医師会等関係団体、都道府県等と連携し、退院支援

ルール等、広域的な医療介護連携に関する取組を企画・立案し、実行して

いるか。                           10点 

                    全国平均 7.3点（神奈川県 4.5点） 



２ 議論していただきたいポイント 

 在宅医療・介護連携の推進のために平成 27年度から、市町村は８つの事業項目

を活用し、地域の実情に応じた在宅医療と介護の連携体制の構築を図っている。 

 平成 30年度の評価指標結果（平成 30年度又は平成 29年度の取組状況が対象）

では、都道府県別市町村得点は全国平均点 49.8点のところ、神奈川県内市町村は

48.2点と全国平均点より低い結果となった。 

 特に⑥広域的な医療介護連携に関する取組は、全国平均 7.3 点のところ 4.5 点

と低い結果となっている。 

 県では、市町村担当者を対象とした情報交換会の開催や、多職種連携についての

研修会等を実施している。また、保健福祉事務所・センターにおいては、管内の市

町村及び医療・介護の関係機関を対象とした会議や研修を実施している。 

 在宅医療介護連携の取組は、ＰＤＣＡサイクルで継続的に実施することで事業が

発展していくことからも、取組の底上げを図るために、そして取組後もＰＤＣＡサ

イクルで継続的に事業を実施していくためには、どのような取組を推進していくこ

とが効果的と考えられるか。 

 

評価指標と８つの事業項目 

保険者機能の評価指標  在宅医療介護連携推進事業 

① データを活用し課題を検討、対応策を具

体化している。 

（ア） 地域の医療介護資源の把握 

（イ） 課題の抽出と対応策の検討 

② 切れ目なく在宅医療と在宅介護が一体的

に提供される体制の構築に向け具体的取

組の実行や検証・改善を行っている。 

（ウ）切れ目のない在宅医療と在宅介護の提

供体制の構築推進 

③ 医療介護関係者間の情報共有ツールの整

備や普及の具体的な取組を行っている。 

（エ）医療・介護関係者の情報共有の支援 

④ 相談窓口の設置と相談内容を医療関係団

体との会議等に報告している。 

（オ）在宅医療・介護連携に関する相談支援 

⑤ 多職種で参加型の研修会等を保険者とし

て開催または開催支援している。 

（カ）医療・介護関係者の研修 

⑥ 広域的な医療介護連携に関する取組の企

画・立案・実行している。 

（ク）在宅医療・介護連携に関する関係市区

町村の連携 

⑦ 居宅介護支援の受給者における「入院時

情報連携加算」又は「退院・退所加算」の

取得率。 

（ク）在宅医療・介護連携に関する関係市区

町村の連携 

                   （ｷ）地域住民への普及啓発の評価指標はない 


